
第11号様式(第3条) 

横浜市  指令第  号   

年  月  日   

風致地区内行為不許可通知書 

 住所 

 氏名             様 

  法人の場合は、名
称・代表者の氏名 

  

横浜市長            印   

     年  月  日に申請のありました風致地区内における行為については、次の

理由により許可しません。 

理 由 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60

日以内に、横浜市長に異議申立てをすることができます。ただし、その不服の理由が鉱業、

採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、土地調整委員会に裁定の申請

ができます。この場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをす

ることができません。 

(A4) 


